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○長泉町自主防災対策事業補助金交付要綱 

昭和54年７月９日告示第17号 

改正 

平成12年３月31日告示第22号 

平成13年３月30日告示第29号 

令和元年９月26日告示第31号 

令和５年９月20日告示第126号 

長泉町自主防災対策事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害発生時の応急対策の万全を期し、もって町民生活の安全を図るため、区ご

とに編成する自主防災組織の行う事業に対し補助金を交付し、自主防災組織の育成を図ることを目

的とする。 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助の対象となる事業は、自主防災組織の運営及び防災訓練に要する経費とする。 

２ 補助額は、４月１日に自主防災組織に加入している世帯数を基準とし、別表に掲げる額とする。

ただし、補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数額は切り捨てるものとする。 

全部改正〔平成13年告示29号〕 

（交付の申請） 

第３条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、長泉町自主防災対策事

業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

一部改正〔令和５年告示126号〕 

（交付の決定） 

第４条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の内容が適正である

かどうかの審査を行い、交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をしなけ

ればならない。 

（交付の条件） 

第５条 補助金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき

条件を付するものとする。 

(１) 補助金を交付の目的に反して使用しないこと。 

(２) 補助対象事業が、補助金交付の年度内に完了すること。 
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(３) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及

び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しておかなければならない。 

２ 補助金の交付の目的を達成するため、必要がある場合には、前項に定める条件のほか、必要な条

件を付するものとする。 

（決定の通知） 

第６条 補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合に

はその条件を、長泉町自主防災対策事業補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」

という。）により申請者に通知しなければならない。 

（補助金の請求） 

第７条 町長から前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、決定通

知書の受領の日から起算して10日以内に、長泉町自主防災対策事業補助金交付請求書（様式第３号）

を町長に提出しなければならない。 

全部改正〔令和５年告示126号〕 

（実績報告） 

第８条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した長泉町自主防災対策

事業実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書は、事業完了の日から起算して15日以内又は補助金の決定のあった日の属する

翌年度の４月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

一部改正〔令和５年告示126号〕 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日告示第22号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成13年３月30日告示第29号） 

この告示は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月26日告示第31号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により提出されている申請書等は、改正
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後のそれぞれの告示の相当する様式により提出された申請書等とみなす。 

３ この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により作成されている用紙は、当分の間、

調整して使用することができる。 

附 則（令和５年９月20日告示第126号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

世帯数 補助額 

50世帯未満 20,000円 

50世帯以上100世帯未満 50,000円 

100世帯以上 50,000円＋（世帯数×80円） 

全部改正〔平成13年告示29号〕 

様式第１号（第３条関係） 
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全部改正〔令和５年告示126号〕 

様式第２号（第６条関係） 
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全部改正〔令和５年告示126号〕 

様式第３号（第７条関係） 

 

一部改正〔令和元年告示31号〕 

様式第４号（第８条関係） 

 

全部改正〔令和５年告示126号〕 


